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事 業 区 分 事 業 内 容

在 宅 ホ ス ピ ス 事 業 ホスピス住宅を中心としたホスピスケアサービスの提供

１．企業集団の現況
主要な事業内容（2025年12月31日現在）

所　在　地 施　設　名

北海道 ノーザリー厚別西、白石ハウス、中島公園ハウス、北海道ボールパーク
月寒東ハウス、札幌南ハウス

東京都
ライブクロス、成瀬ハウス、池上ハウス、二子玉川ハウス、成城ハウス
荒川ハウス、代田橋ハウス、西台ハウス、高井戸ハウス、大泉学園ハウス
片倉ハウス、松庵ハウス、西新井ハウス、国立ハウス、堀之内ハウス
上石神井ハウス、西葛西ハウス

神奈川県
鴨宮ハウス、本郷台ハウス、四之宮ハウス、東林間ハウス、茅ヶ崎ハウス
江田ハウス、大口ハウス、本牧ハウス、二俣川ハウス、港南台ハウス
鵠沼ハウス、センター南ハウス、たまプラーザハウス、さがみ野ハウス
日吉本町ハウス

千葉県 東千葉ハウス、鎌ヶ谷ハウス、新柏ハウス、船橋ハウス

埼玉県 大宮ハウス、富士見ハウス

愛知県 OASIS千種（※）、OASIS徳川（※）、OASIS南、OASIS北、OASIS知立
OASIS志賀公園、OASIS藤が丘、OASIS天白野並、OASIS金山、OASIS桜山

京都府 京都北山ハウス

大阪府 平野ハウス、豊中ハウス

兵庫県 神戸垂水ハウス、神戸東灘ハウス

合計 59施設

主要な営業所（2025年12月31日現在）
本社：東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
施設　【ファミリー・ホスピス】一覧

（注）※ナーシングホームJAPAN及びナーシングホームOASISは2025年４月１日にそれぞれファミリー・ホ
スピスOASIS千種及びファミリー・ホスピスOASIS徳川に名称変更しております。
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従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
1,108 [462] 名 14名増 [50名増]

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
６ [０] 名 ２名増 [－] 50.3歳 5.8年

従業員の状況（2025年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１. 当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。
２. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ

への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、派遣社員を除いている。）
は、年間の平均人員を１人未満は切り捨て [　] 外数で記載しております。

３. 従業員数の増加の主な要因は、ホスピス施設11施設を新規開設したことによるものであります。

②　当社の従業員の状況

（注）１. 当事業年度末日の従業員数を記載しております。
２. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、

臨時雇用者数（パートタイマーを含み、派遣社員を除いている。）は、年間の平均人員を１人未満は
切り捨て [　] 外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 静 岡 銀 行 2,189,482千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,503,996
株 式 会 社 り そ な 銀 行 575,106
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 300,000
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 150,000

主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予
約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役に対しては、各監査役及び監査役会が職務執行を法令及び定款と照らして監視を行う
とともに、決裁審議において非適合の事象を確認の際は、意見を行い、執行前に防止する体制
となっております。
　使用人に対しては、法令遵守マニュアルを定め、この運用を行っております。また、定款に
適合しない行為が発生することを防止するため、決裁権限を職務権限規程で定め、執行前の段
階で稟議等による審査を受けなければ執行できない体制としております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　執行に係る情報については、職務権限規程に基づき、稟議書が作成され、当該稟議書は文書
管理規程にて、その重要度に応じて、保存されております。この書類の管理は、職務分掌規程
にて、管理本部が行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　損失の危険の管理に関する規程は、現段階において制定されておりませんが、当社役員及び
関係会社の代表取締役で構成されている経営戦略会議において、リスクの洗い出しとその評価
を行い、その対応策を検討・実施決定を図っております。また、未知の新たなリスクについて
は、その事象及び確認されているリスクが顕在化あるいはその兆候が発生した折りには、当社
役員及び関係会社の代表取締役は当会議に報告し、現状対応策における不足の有無を確認し、
不足の有る場合は、その対処を検討・実施する体制となっております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　中期経営計画及び単年度計画を策定し、適正に経営管理を行う体制としております。
　現在は、取締役の効率性が損なわれる状況とはなっておりませんが、今後の事業拡大に伴
い、取締役会の決議数が増加する等が予測されるため、一定の事項の決定等を委任する体制に
移行していくことを前提に、経営戦略会議を設置しております。
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⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図っております。また、違反・不正行為の未然
防止、再発防止を徹底しております。そのための社内規程の整備、資料の配布その他の啓蒙活
動を実施し、使用人における法令等企業倫理（コンプライアンス）遵守に対する意識の醸成を
図っております。

⑥ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社及び子

会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　「関係会社管理規程」において、グループ会社の財務状況その他重要な情報について、当
社への定期的な報告を義務づけております。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　「リスク管理規程」に基づき、グループ会社を含めたリスク管理体制を構築しておりま
す。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、グループの基本方針・戦略を策定し、これに基づきグループ会社が策定した個別
の計画・目標の達成状況を定期的に管理しております。

ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
　当社はグループ共通の「内部通報制度」を通じて、グループ会社における法令・定款違反
行為等の未然防止に努めております。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
　監査役が補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役補助員として使用人を置くこ
ととします。
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⑧ 上記⑦の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の
実効性の確保に関する事項
　当該使用人の人事考課・異動その他の人事に関する事項の決定は、事前に常勤監査役の同意
を得ることにより、当該使用人の独立性を確保することとします。

⑨ 監査役への報告に関する体制
イ. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
　代表取締役及び取締役は、取締役会その他の監査役が出席する重要な会議において、随時
その職務の執行状況等を速やかに報告することとしております。

ロ. 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が監査役に報告するための体制

　取締役及び使用人は当社に著しい損害を及ぼす事実、不正行為、又は法令に違反する重大
な事実を発見したときは、当該事実について監査役に速やかに報告することとしておりま
す。

⑩ 上記⑨の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　上記⑨の報告をした者が、当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないよう
「内部通報制度規程」に基づき、当該報告者を適切に保護しております。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他当該職務の執行に生ず
る費用又は償還の処理については監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制としております。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断した時は、取締役及び使用人に対し職務の
執行状況について報告をいつでも求めることができます。報告を求められた取締役及び使用人
は、その求めに応じて速やかに報告しなければならない体制としております。
　監査役は取締役会のほか、重要な会議と監査役が判断した会議には出席し、必要に応じて意
見を述べることができるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧できるものとしておりま
す。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
　当社は、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、
当社グループの事業方針を決定する経営戦略会議を毎月１回以上開催しております。
　なお、当社では、コーポレート・ガバナンスの仕組みは、その時点での会社の目的達成に最適
と思われる仕組みを採用することとしており、社会環境・法的環境の変化に伴って適宜見直して
いくこととしております。
　当社は、社外監査役を含めた監査役による経営の監視及び監督機能を適切に機能させること
で、経営の健全性と透明性を確保しております。また、取締役会による業務執行の決定と経営の
監視及び監督機能を向上させるため、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役によ
る業務執行から独立した監視及び監督機能と、監査役並びに監査役会による当該機能を中心とし
たガバナンス体制が適切であると判断しており、監査役会設置会社を選択しております。
　内部統制システムの整備について、当社は「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該
方針に基づき各種社内規程等を整備するとともに、規程等遵守の徹底を図り内部統制システムが
有効に機能する体制づくりに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し、監査役及び内
部監査担当者がその業務執行を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

4,552,233
2,013,562
2,284,992
253,677

14,372,619
12,817,378
3,960,240
11,439
316,216
1,688,220
9,111,464
1,155

△2,271,358
391,859
292,374
99,484

1,163,381
87,011

1,076,369　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 3,406,596

短 期 借 入 金 600,000
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 868,202
リ ー ス 債 務 207,907
未 払 金 347,341
未 払 費 用 1,002,477
預 り 金 251,841
未 払 法 人 税 等 81,091
賞 与 引 当 金 31,917
そ の 他 15,818

固 定 負 債 11,840,380
長 期 借 入 金 3,250,382
リ ー ス 債 務 8,257,754
退 職 給 付 に 係 る 負 債 80,572
資 産 除 去 債 務 95,891
そ の 他 155,780

負 債 合 計 15,246,976
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 3,677,315
資 本 金 477,872
資 本 剰 余 金 824,376
利 益 剰 余 金 2,376,104
自 己 株 式 △1,038

新 株 予 約 権 560
純 資 産 合 計 3,677,876

資 産 合 計 18,924,852 負 債 純 資 産 合 計 18,924,852

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 14,168,928
売 上 原 価 12,266,604
売 上 総 利 益 1,902,323
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

役 員 報 酬 88,566
給 料 及 び 手 当 159,960
賞 与 引 当 金 繰 入 額 720
法 定 福 利 費 33,120
租 税 公 課 466,079
の れ ん 償 却 額 61,365
そ の 他 243,506 1,053,320

営 業 利 益 849,003
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,294
助 成 金 収 入 148,861
そ の 他 16,272 167,428

営 業 外 費 用
支 払 利 息 462,494
そ の 他 3,208 465,702

経 常 利 益 550,729
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 3,705 3,705
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 554,434
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 262,975
法 人 税 等 調 整 額 13,443 276,419
当 期 純 利 益 278,014
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 278,014

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
当連結会計年度期首残高 436,561 783,065 2,222,075 △965 3,440,736 5,888 3,446,624

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ) 41,311 41,311 82,622 △5,327 77,295

剰 余 金 の 配 当 △123,984 △123,984 △123,984

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 278,014 278,014 278,014

自 己 株 式 の 取 得 △72 △72 △72

株主資本以外の項目の当連
結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 41,311 41,311 154,029 △72 236,579 △5,327 231,251

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 477,872 824,376 2,376,104 △1,038 3,677,315 560 3,677,876

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円)

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社
・主要な連結子会社の名称 ファミリー・ホスピス株式会社

⑵　持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（主として５年）に基づく定額法を採用して

おります。
ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

②　重要な引当金の計上基準
・賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計

年度負担額を計上しております。
③　のれんの償却方法及び償却期間

　20年以内の合理的な年数で定額法により償却しております。
④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る負債
退職給付に係る負債の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用

いた簡便法を適用しております。
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⑸　収益及び費用の計上基準
　当社グループは、在宅ホスピス事業のみの単一セグメントであり、末期ガンや難病など医療依存度が高い
方に対して、住宅、訪問看護、訪問介護等のサービスを提供しております。これらのサービスの提供につい
ては、顧客との契約に基づき役務を提供する一定期間にわたり充足される履行義務であり、現在までに履行
が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有している
ことから、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26
日）第19項に従って、医療保険や社会保険、介護保険の報酬額、住宅の家賃等の当社グループが請求する
権利を有している金額で収益を認識しております。
　なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主に２か月以内に受領しており、重要な金融要素は含
まれておりません。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当連結会計年度の連結計
算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算
書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度から適用
しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

当連結会計年度より、固定資産の使用実態をより適切に表示する観点から、勘定科目の使用方法と表示科
目を見直し、「機械装置及び運搬具」としていた一部の資産について「建物及び構築物」として表示区分を
変更することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表に
おいて「固定資産」に表示していた、「建物及び構築物」2,222,753千円、「機械装置及び運搬具」
577,281千円は、「建物及び構築物」2,788,595千円、「機械装置及び運搬具」11,439千円として表示し
ております。
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４．会計上の見積りに関する注記
当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連

結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はありません。

５．連結貸借対照表に関する注記
⑴　貸出コミットメント契約

当社及び連結子会社（ファミリー・ホスピス株式会社）においては、事業拡大及び財務基盤の安定化の
ため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメント型タームローン契約を締結しております。これら
契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

①　当座貸越契約
当座貸越極度額                                      750,000千円
借入実行残高                                         600,000千円
差引額                                                  150,000千円

②　コミットメント型タームローン契約
コミットメント型タームローンの総額        200,000千円
借入実行残高                                         200,000千円
未実行残高                                                     －千円

⑵　担保資産
①　担保に供している資産（帳簿価額）

建物及び構築物                                    1,895,571千円
土地                                                   1,519,576千円
          計                                            3,415,148千円

②　担保に係る債務（帳簿価額）
１年内返済予定の長期借入金                     575,580千円
長期借入金                                          2,682,322千円
          計                                            3,257,902千円
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株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 8,266,100株 162,000株 －株 8,428,100株

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 445株 1,045株 －株 1,490株

決 議 株式の種類 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年３月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 123,984千円 15円 2024年12月31日 2025年３月27日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年３月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 210,665千円 25円 2025年12月31日 2026年３月27日

普通株式 56,000株

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

（注）増加株式数162,000株は、新株予約権の権利行使による増加162,000株であります。

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）増加株式数1,045株は、単元未満株式の買取りによる増加45株、従業員向け譲渡制限付株式の無償取得
1,000株による増加であります。

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度となるもの

⑷　当連結会計年度の末日における新株予約権等（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目
的となる株式の種類及び数

－ 14 －



７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に基づき、所要資金を金融機関からの借入により調達しております。余剰資

金については、安全性の高い金融資産である預金等で運用を行っております。デリバティブ取引等は行っ
ておりません。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、主に健康保険制度及び介護保険制度に基づく債権であり、その大半が国民健

康保険団体連合会等の公的機関に対する債権であるためリスクは僅少であります。それ以外の売掛金は顧
客の信用リスクに晒されておりますが、取引ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク軽減を図ってお
ります。

差入保証金は、主に賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該
リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っており
ます。

営業債務である未払金、未払費用、預り金等は、１年以内の支払期日であります。借入金は設備投資に
係る資金調達を主な目的としたものであります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されて
いますが、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰表を作成・更新すること等により、流
動性リスクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
長 期 借 入 金
（ １ 年 内 返 済 予 定 を 含 む ） 4,118,584 4,121,372 2,788
リ ー ス 債 務
（ １ 年 内 返 済 予 定 を 含 む ） 8,465,661 8,657,693 192,031

負 債 計 12,584,245 12,779,065 194,820

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

差 入 保 証 金 773,745

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現 金 及 び 預 金 2,013,562 － － －

売 掛 金 2,284,992 － － －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参
照）。

（単位：千円）

（注）１．現金及び預金、売掛金、未払金、未払費用、短期借入金、預り金、未払法人税等については、短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるため、注記を省略しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

賃借期間の延長可能な契約に係る差入保証金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積
ることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりませ
ん。

３．金銭債権の連結決算日の償還予定額
（単位：千円）
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１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短 期 借 入 金 600,000 － － － － －

長 期 借 入 金 868,202 416,000 379,906 257,180 257,180 1,940,116

リ ー ス 債 務 207,907 217,518 227,630 238,274 244,028 7,330,303

合 計 1,676,109 633,518 607,536 495,454 501,208 9,270,419

４．短期借入金、長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成させる当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
なお、時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
該当事項はありません。
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時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長 期 借 入 金
（１年内返済予定を含む） － 4,121,372 － 4,121,372
リ ー ス 債 務
（１年内返済予定を含む） － 8,657,693 － 8,657,693

負 債 合 計 － 12,779,065 － 12,779,065

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金（１年内返済予定を含む）

長期借入金（１年内返済予定を含む）の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に
想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

なお、長期借入金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映するため、時価
は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

リース債務（１年内返済予定を含む）
リース債務（１年内返済予定を含む）の時価は、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

８．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、在宅ホスピス事業の単一セグメントであり、在宅ホスピス事業の収益は、「医療保険報
酬」「介護保険報酬」「障がい者総合支援法に基づく報酬」「家賃等の自費サービス」等の多層構造になっ
ておりますが、その大半は医療保険及び介護保険等の保険報酬並びに障がい者総合支援法に基づく報酬とな
っております。

このため、顧客との契約から生じる収益は、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実
性に影響を及ぼす要因がないことから、主要な要因に基づくレベルで分解した情報は記載しておりません。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　１．連結計算書類の作

成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑸　収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載して
いるため、記載を省略しております。
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当連結会計年度期首 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 1,947,520 2,284,992

⑴　１株当たり純資産 436円39銭
⑵　１株当たり当期純利益 33円07銭

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

①　契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの提供するサービスは、提供した住宅、訪問看護、訪問介護サービスに基づき算定される

賃料や診療報酬額、介護報酬額に基づき請求する契約が主であり、当初に予定される顧客との契約期間が
１年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれ
る期間の記載は省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれない重
要な金額はありません。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
未 収 入 金
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
リ ー ス 投 資 資 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
リ ー ス 投 資 資 産
そ の 他　

1,552,401
402,687

95
514,797
600,000
6,719
28,102

2,436,805
1,620,806
660,040
60,452
939,401
△39,087

2,502
2,502

813,495
277,695
48,469
7,620

422,094
57,615　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 404,461
短 期 借 入 金 150,000
一 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 185,596

リ ー ス 債 務 7,975
未 払 金 4,935
未 払 費 用 21,772
前 受 収 益 11,634
預 り 金 16,208
未 払 法 人 税 等 5,388
賞 与 引 当 金 720
そ の 他 230

固 定 負 債 2,046,543
長 期 借 入 金 1,618,400
リ ー ス 債 務 420,838
退 職 給 付 引 当 金 7,304
負 債 合 計 2,451,004

（純　資　産　の　部）
株 主 資 本 1,537,641

資 本 金 477,872
資 本 剰 余 金 655,208
資 本 準 備 金 477,872
そ の 他 資 本 剰 余 金 177,335

利 益 剰 余 金 405,598
そ の 他 利 益 剰 余 金 405,598
繰 越 利 益 剰 余 金 405,598

自 己 株 式 △1,038
新 株 予 約 権 560
純 資 産 合 計 1,538,202

資 産 合 計 3,989,207 負 債 純 資 産 合 計 3,989,207

貸　借　対　照　表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 98,536
売 上 原 価 －
売 上 総 利 益 98,536
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 328,994
営 業 損 失 230,458
営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,339
受 取 配 当 金 300,000 307,339

営 業 外 費 用
支 払 利 息 16,065 16,065

経 常 利 益 60,815
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 3,705 3,705
税 引 前 当 期 純 利 益 64,520
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △55,977
法 人 税 等 調 整 額 28,390 △27,587
当 期 純 利 益 92,107

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益
剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 436,561 436,561 177,335 613,897 437,476 437,476 △965 1,486,969

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 41,311 41,311 41,311 82,622

剰 余 金 の 配 当 △123,984 △123,984 △123,984

当 期 純 利 益 92,107 92,107 92,107

自 己 株 式 の 取 得 △72 △72
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 41,311 41,311 － 41,311 △31,877 △31,877 △72 50,672

当 期 末 残 高 477,872 477,872 177,335 655,208 405,598 405,598 △1,038 1,537,641

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
当 期 首 残 高 5,888 1,492,857
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） △5,327 77,295

剰 余 金 の 配 当 △123,984
当 期 純 利 益 92,107
自 己 株 式 の 取 得 △72
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 △5,327 45,344
当 期 末 残 高 560 1,538,202

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式 移動平均法による原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法を採用しております。

⑶　引当金の計上基準
　賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負

担すべき額を計上しております。
　退職給付引当金 退職給付引当金の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑷　収益及び費用の計上基準

持株会社である当社の収益は、主に連結子会社からのホスピス施設の不動産賃料、受取配当金、受取利
息であります。不動産賃料においては、賃貸借契約に基づく賃料発生時に収益として認識しております。
また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益として認識しております。加えて、受取
利息については、金銭消費貸借契約に基づく利息発生時に収益として認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当事業年度の計算書類へ
の影響はありません。

また、子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の計算書類における取扱いの見
直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度から適用しております。なお、当該会
計方針の変更による計算書類への影響はありません。
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関係会社に対する短期金銭債権 1,110,780千円
関係会社に対する長期金銭債権 422,094千円
関係会社に対する短期金銭債務 11,304千円

ファミリー・ホスピス株式会社 481,686千円

営業取引の取引高 92,938千円
営業取引以外の取引高 306,913千円

普通株式 1,490株

３．会計上の見積りに関する注記
当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要

な影響を及ぼすリスクがある項目はありません。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであり
ます。

⑵　保証債務
関係会社の銀行借入に対する保証

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
退職給付引当金 2,302千円
譲渡制限付株式報酬 2,264千円
繰越欠損金 46,700千円
その他 3,054千円
小計 54,320千円
評価性引当額 △46,700千円
繰延税金資産純額 7,620千円

７．税効果会計に関する注記

⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に国会で成立し

たことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われるこ
とになりました。

これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

⑶　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場

合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法
人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行ってお
ります。
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取 引 の

内 容
取 引 金 額

(千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 ファミリー・ホ
スピス株式会社 直接 100.0％

所有

　

資金の援助
資金の貸付 600,000

関 係 会 社
短期貸付金 600,000

資金の回収 600,000

設備の賃貸
設備の賃貸 96,738

リ ー ス
投 資 資 産 428,814

前 受 収 益 11,304

敷金の預り 7,600 預 り 金 7,600

経営管理 費用の立替 186,798 未 収 入 金 198,577

債務保証 債務保証
（注）２ 481,686 － －

債務被保証 債務被保証
（注）３ 1,652,376 － －

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取 引 の

内 容
取 引 金 額

(千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

役 員 高 橋 　 正 直接 3.58％
被所有

　
当社代表取締役
社長 CEO

新株予約権
の行使 52,500 － －

役 員 加 藤 　 晋 一 郎 直接 2.86％
被所有

　
当社取締役副社
長 CFO

新株予約権
の行使 22,500 － －

８．関連当事者との取引に関する注記
⑴　子会社及び関連会社等

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
⑴　価格その他の取引条件は、市場実勢等を踏まえ、交渉・協議の上で決定しております。
⑵　資金の貸付の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２．銀行借入に対して債務保証を行ったものであり、保証料は受領しておりません。
３．銀行借入に対する債務保証を受けたものであり、保証料の支払は行っておりません。

⑵　役員及び個人主要株主等

（注）2017年12月18日開催の臨時株主総会の決議に基づき付与されたストック・オプションとしての新株予
約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における新株
予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
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⑴　１株当たり純資産 182円47銭
⑵　１株当たり当期純利益 10円95銭

９．収益認識に関する注記
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　⑷　収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載してい
るため、注記を省いております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 西 　 貴 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 花 輪 　 大 資

独立監査人の監査報告書
2026年２月13日

日本ホスピスホールディングス株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本ホスピスホールディングス株式会社の2025年１
月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、日本ホスピスホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 西 　 貴 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 花 輪 　 大 資

独立監査人の監査報告書
2026年２月13日

日本ホスピスホールディングス株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ホスピスホールディングス株式会社

の2025年１月１日から2025年12月31日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第９期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ
か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査
部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

常 勤 監 査 役 小 木 曽 善 　 信 ㊞
社 外 監 査 役 林 　 　 高 　 史 ㊞
社 外 監 査 役 加 　 藤 由 　 美 ㊞

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2026年２月26日

日本ホスピスホールディングス株式会社　監査役会

　

監査役会の監査報告

以　上
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